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議案第１号 

富津市介護保険運営協議会会長及び副会長の互選について 

 

○富津市介護保険規則 ※抜粋 

 

第２章の２ 介護保険運営協議会 

（会長及び副会長） 

第５条の２ 条例第２条の３の富津市介護保険運営協議会（以下 

この章において「協議会」という。）に会長及び副会長各１人を 

置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長 

が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条の３ 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。 

２ 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。 
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議
案

第
２

号
 

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

に
お

け
る

職
員

配
置

の
柔

軟
化

に
つ

い
て

 

 
〇

概
要

 

令
和

６
年

４
月

１
日

に
厚

生
労

働
省

老
健

局
長

か
ら

「
介

護
保

険
法

施
行

規
則

（
中

略
）

の
一

部
を

改
正

す
る

省
令

」
が

告
示

さ
れ

、
富

津
市

に
お

い
て

も
、

富
津

市
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

設
置

者
が

遵
守

す
べ

き
規

則
を

一
部

改
正

し
た

と
こ

ろ
で

す
。

本
議

案
に

つ
き

ま
し

て
は

、
当

規
則

の
第

２
条

に
「

介
護

保
険

運
営

協
議

会
（

富
津

市
介

護
保

険
条

例
（

平
成

1
2
年

富
津

市
条

例
第

1
2
号

）
第

２
条

の
３

に
規

定
す

る
富

津
市

介
護

保

険
運

営
協

議
会

を
い

う
。
）

が
第

１
号

被
保

険
者

の
数

及
び

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
運

営
の

状
況

を
勘

案
し

て
必

要
で

あ
る

と
認

め
た

と
き

は
、

常
勤

換
算

方
法

に
よ

る
こ

と
が

で
き

る
。
」

と
規

定
さ

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
本

運
営

協
議

会
に

、
ご

審
議

を
お

願
い

す
る

も
の

で
す

。
 

 〇
省

令
改

正
の

趣
旨

 

 
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

人
材

確
保

が
困

難
と

な
っ

て
い

る
現

状
を

踏
ま

え
、

当
該

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
職

員
の

勤
務

延
時

間
数

を
当

該

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て

常
勤

職
員

が
勤

務
す

べ
き

時
間

数
で

除
す

る
こ

と
に

よ
り

、
当

該
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

職
員

数
を

常
勤

職
員

の
員

数
に

換
算

す
る

。
 

 〇
省

令
改

正
反

映
後

の
富

津
市

に
お

け
る

規
則

（
新

旧
対

照
）

 

 

 
富

津
市

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー
の

設
置

者
が

遵
守

す
べ

き
基
準

を
定

め
る

条
例

施
行

規
則
（

平
成

27
年
富

津
市
規

則
第
７

号
）

新
旧

対
照

表
 

旧
 

新
 

富
津

市
地
域

包
括
支

援
セ
ン
タ

ー
の

設
置

者
が
遵

守
す
べ
き

基
準

を
定

め
る
条

例
施

行
規

則
 

富
津

市
地
域

包
括
支

援
セ
ン
タ

ー
の

設
置

者
が
遵

守
す
べ
き

基
準

を
定

め
る
条

例
施

行
規

則
 

平
成

27
年
３

月
2
4
日

平
成

27
年
３

月
2
4
日

規
則

第
７

号
規

則
第
７

号

（
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

人
員
に

関
す

る
基

準
）
 

（
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

人
員
に

関
す

る
基

準
）
 

第
２

条
 

一
の

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

が
担

当
す

る
区

域
に

お
け

る
第

１
号

被
保

険

者
の

数
が

お
お

む
ね

3
,0
0
0
人

以
上

6
,
0
0
0
人

未
満

ご
と
に

置
く
べ

き
専

ら
そ

の
職

務
に

従
事

す
る

常
勤

の
職

員
の

員
数

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 

第
２

条
 

一
の

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

が
担

当
す

る
区

域
に

お
け

る
第

１
号

被
保

険

者
の

数
が

お
お

む
ね

3
,0
0
0
人

以
上

6
,
0
0
0
人

未
満

ご
と
に

置
く
べ

き
専

ら
そ

の
職

務
に

従
事

す
る

常
勤

の
職

員
の

員
数

（
介

護
保

険
運

営
協
議

会
（

富
津

市
介

護
保

険

条
例

（
平

成
1
2
年
富

津
市

条
例

第
1
2
号

）
第

２
条

の
３

に
規

定
す
る

富
津

市
介

護
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 は

、
原

則
と

し
て

次
の
と

お
り

と
す

る
。
 

保
険

運
営

協
議

会
を

い
う
。
以

下
同
じ

。）
が

第
１

号
被

保
険

者
の
数

及
び

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
運

営
の

状
況

を
勘

案
し

て
必

要
で

あ
る
と

認
め

た
と

き
は

、
常

勤

換
算

方
法

（
当

該
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

職
員

の
勤
務

延
時

間
数

を
当

該
地

域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て

常
勤

の
職

員
が

勤
務

す
べ
き

時
間

数
で

除
す

る
こ

と

に
よ

り
、

当
該

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
職

員
の

員
数
を

常
勤

の
職

員
の

員
数

に

換
算

す
る

方
法

を
い

う
。
）

に
よ

る
こ

と
が

で
き

る
。

次
項
に

お
い

て
同

じ
。
）
に

関

す
る

基
準

は
、

原
則

と
し

て
次

の
と
お

り
と

す
る

。
 

(
１

)
 
保

健
師

そ
の

他
こ

れ
に

準
ず
る

者
 

１
人
 

(
１

)
 
保

健
師

そ
の

他
こ

れ
に

準
ず
る

者
 

１
人
 

(
２

)
 
社

会
福

祉
士

そ
の

他
こ

れ
に
準

ず
る

者
 

１
人
 

(
２

)
 
社

会
福

祉
士

そ
の

他
こ

れ
に
準

ず
る

者
 

１
人
 

(
３

)
 
主

任
介

護
支

援
専

門
員
（
介

護
保

険
法

施
行

規
則
（
平

成
11

年
厚

生
省

令
第

3
6
号

）
第

1
40

条
の

6
8
第
１

項
に
規

定
す

る
主

任
介

護
支

援
専
門

員
研

修
を

修

了
し

た
者

を
い

う
。
）
そ

の
他
こ

れ
に
準

ず
る

者
 

１
人
 

(
３

)
 
主

任
介

護
支

援
専

門
員
（
介

護
保

険
法

施
行

規
則
（
平

成
11

年
厚

生
省

令
第

3
6
号

）
第

1
40

条
の

6
8
第
１

項
に
規

定
す

る
主

任
介

護
支

援
専
門

員
研

修
を

修

了
し

た
者

を
い

う
。
）
そ

の
他
こ

れ
に
準

ず
る

者
 

１
人
 

  【
常

勤
換

算
方

法
に

よ
る

職
員

配
置

例
】

 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

職
員

Ａ
 
主

任
介

護
支

援
専

門
員

等
 
週

５
日

勤
務

＝
１

．
０

人
（

常
勤

）
 

職
員

Ｂ
 
社

会
福

祉
士

等
 
週

５
日

勤
務

＝
１

．
０

人
（

常
勤

）
 

職
員

Ｃ
 
保

健
師

等
 
欠

員
状

態
 

 

職
員

Ａ
 
主

任
介

護
支

援
専

門
員

等
 
週

５
日

勤
務

＝
１

．
０

人
（

常
勤

）
 

職
員

Ｂ
 
社

会
福

祉
士

等
 
週

５
日

勤
務

＝
１

．
０

人
（

常
勤

）
 

職
員

Ｃ
 
保

健
師

等
 
週

３
日

勤
務

＝
０

．
６

人
 
 

 

職
員

Ｄ
 
保

健
師

等
 
週

２
日

勤
務

＝
０

．
４

人
 

１
．

０
人

（
常

勤
換

算
）
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令
和
7
年
度
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
収
支
予
算
書

【
収
入
】

単
位
：
千
円

介
護
予
防
支
援
事
業

地
域
支
援
事
業

計
介
護
予
防
支
援
事
業

地
域
支
援
事
業

計
介
護
予
防
支
援
事
業

地
域
支
援
事
業

計

0
3
2
,1
6
0

3
2
,1
6
0

0
2
6
,4
3
5

2
6
,4
3
5

0
2
7
,4
2
5

2
7
,4
2
5

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
業
務
受
託
料

3
2
,1
6
0

3
2
,1
6
0

2
6
,4
3
5

2
6
,4
3
5

2
7
,4
2
5

2
7
,4
2
5

6
,2
6
8

2
,7
2
7

8
,9
9
5

3
,9
2
6

2
,3
0
2

6
,2
2
8

4
,0
2
4

3
,1
8
1

7
,2
0
5

介
護
予
防
ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成
料

6
,2
6
8

2
,7
2
7

8
,9
9
5

3
,9
2
6

2
,3
0
2

6
,2
2
8

4
,0
2
4

3
,1
8
1

7
,2
0
5

0
7
,1
2
0

7
,1
2
0

2
,0
0
0

6
1

2
,0
6
1

0
3
,8
0
0

3
,8
0
0

職
員
駐
車
場
使
用
料

0
6
1

6
1

0

前
年
度
繰
越
金

7
,1
2
0

7
,1
2
0

2
,0
0
0

2
,0
0
0

3
,8
0
0

3
,8
0
0

6
,2
6
8

4
2
,0
0
7

4
8
,2
7
5

5
,9
2
6

2
8
,7
9
8

3
4
,7
2
4

4
,0
2
4

3
4
,4
0
6

3
8
,4
3
0

【
支
出
】

介
護
予
防
支
援
事
業

地
域
支
援
事
業

計
介
護
予
防
支
援
事
業

地
域
支
援
事
業

計
介
護
予
防
支
援
事
業

地
域
支
援
事
業

計

3
,7
6
9

2
7
,6
4
0

3
1
,4
0
9

3
,9
4
9

2
0
,4
0
8

2
4
,3
5
7

2
,2
7
0

2
2
,7
3
1

2
5
,0
0
1

介
護
予
防
支
援
事
業
費

3
,7
6
9

3
,7
6
9

3
,9
4
9

3
,9
4
9

2
,2
7
0

2
,2
7
0

介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業
費

2
,5
1
3

2
,5
1
3

3
,0
1
9

3
,0
1
9

1
,8
2
4

1
,8
2
4

一
般
介
護
予
防
事
業
費

4
,7
1
1

4
,7
1
1

3
,0
9
3

3
,0
9
3

6
,0
7
5

6
,0
7
5

包
括
的
支
援
事
業
費

1
9
,7
8
8

1
9
,7
8
8

1
3
,8
4
0

1
3
,8
4
0

1
4
,4
1
2

1
4
,4
1
2

任
意
事
業
費

6
2
8

6
2
8

4
5
6

4
5
6

4
2
0

4
2
0

1
,1
6
3

4
,7
2
1

5
,8
8
4

8
4
4

7
,5
5
7

8
,4
0
1

5
8
3

8
,8
0
0

9
,3
8
3

介
護
予
防
支
援
事
業
費

1
,1
6
3

1
,1
6
3

8
4
4

8
4
4

5
8
3

5
8
3

介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業
費

6
5
8

6
5
8

1
,1
0
8

1
,1
0
8

8
3
8

8
3
8

一
般
介
護
予
防
事
業
費

1
,1
4
6

1
,1
4
6

1
,5
9
2

1
,5
9
2

2
,4
8
4

2
,4
8
4

包
括
的
支
援
事
業
費

2
,8
9
5

2
,8
9
5

4
,6
5
2

4
,6
5
2

5
,3
0
1

5
,3
0
1

任
意
事
業
費

2
2

2
2

2
0
5

2
0
5

1
7
7

1
7
7

1
,3
3
6

1
8
0

1
,5
1
6

1
,1
3
3

8
3
3

1
,9
6
6

1
,1
7
1

1
,0
9
7

2
,2
6
8

ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成
委
託
料

1
,3
3
6

1
8
0

1
,5
1
6

1
,1
3
3

8
3
3

1
,9
6
6

1
,1
7
1

1
,0
9
7

2
,2
6
8

0
9
,4
6
6

9
,4
6
6

0
0

0
0

1
,7
7
8

1
,7
7
8

法
人
本
部
返
還
金

3
,0
0
0

3
,0
0
0

0
0

予
備
費

6
,4
6
6

6
,4
6
6

0
0

次
年
度
繰
越
金

0
0

1
,7
7
8

1
,7
7
8

6
,2
6
8

4
2
,0
0
7

4
8
,2
7
5

5
,9
2
6
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0

0
0
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0
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収
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第
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補
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第
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和
７
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域

包
括

支
援
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ン
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ー

の
予
算

及
び
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業

計
画

に
つ

い
て
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（様式６－１）

富津市大佐和地区地域包括支援センター事業計画書

大項
目

中項
目

小項目 令和7年度の計画

　介護予防把握事業

住民主体で介護予防活動を実施している団体等と連携
して、地域で閉じこもりや運動機能の低下等により何
らかの支援を必要としている要支援者を早期把握し、
地域住民主体の介護予防活動につなげる。

　地域介護予防活動支援
　事業

健康寿命を延ばすために富津市が推進する「富津市い
きいき百歳体操」の普及・啓発を行い、自主的に活動
する住民主体の団体の立上げ（活動団体の増を目標）
や育成を行い、安心できる通いの場となるよう継続的
に後方支援を行う。

　在宅介護等に関する総
　合相談

相談に対して3職種(看護師、主任介護支援専門員、社
会福祉士）のチームアプローチで対応し、必要に応じ
て関係機関と連携を図りながら課題解決に向けて取組
む。また、富津市担当課と3地区の地域包括支援セン
ターでの定例会議において、事例の報告や検討を行
い、課題の共有化を図るとともに圏域内の課題分析を
行い、施策等に反映していく。多種多様な総合相談に
対応していくためにも職員の能力向上の内部研修を実
施していく。

　要援護高齢者等の実態
　把握業務

富津市担当課や関係機関等からの要援護高齢者等の情
報や訪問時等に基本チェックリストを活用して要援護
高齢者の実態把握に努める。また、必要に応じて介護
保険認定申請等を代行したり、関係機関や福祉制度等
の情報を紹介する。

　成年後見制度の活用促
　進

成年後見制度を必要とする高齢者や家族に対して制度
の説明等を行うとともに、富津市社会福祉協議会が運
営する「ふっつ成年後見支援センター」等と連携しな
がら活用の促進を図る。また、制度利用後も後見人等
と連携し、本人が住み慣れた環境で生活できるように
介護保険制度等の利用のバックアップを行っていく。

　老人福祉施設等への措
　置の支援

虐待等で生命の危険等が生じるおそれがあり、老人福
祉施設等への措置をさせる必要があると判断した場合
は、富津市担当課に当該高齢者の状況等を報告し、措
置入所の実施を求める。

　高齢者虐待への対応

富津市担当課と虐待対応の中心機関として、虐待の事
実確認や情報収集、虐待となる原因を考察しながら高
齢者の安全確保を行う。また、原因等を踏まえて介護
保険サービス等の利用や養護者の支援を行い、虐待の
解消に取り組む。状況によって警察等と連携して対応
を図る。

　消費者被害の対応

消費者被害が発生した際には、状況を確認しながら関
係機関と連携して対応する。また、関係機関と研修会
を開催し、ネットワークの構築を図るとともに、地域
包括支援センターに寄せられる情報を富津市担当課や
警察署、介護支援専門員等と共有を図り、福祉関係者
等で一丸となり高齢者に対して注意喚起を行い、消費
者被害を未然に防いでいく。

　包括的・継続的なケア
　体制の構築

富津市担当課や圏域内の介護支援専門員等と協議を行
い、包括的・継続的なケア体制の構築に必要な研修や
事例検討会等をリモート等の手段も活用し開催する。
また、インフォーマル・フォーマルな関係者と研修会
等を開催し、顔の見える関係を強化しながら地域の包
括的・継続的なケア体制の構築を行う。

介
護
予
防
・
日
常
生
活

支
援
総
合
事
業

包
括
的
支
援
事
業

総
合
相
談
支
援
業
務

権
利
擁
護
業
務

包
括
的
・
継
続
的
ケ
ア
マ
ネ

一
般
介
護
予
防
事
業
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　地域における介護支援
　専門員のネットワーク
　構築支援

富津市ケアマネジャー協議会や圏域内の介護支援専門
員と協働して研修会等を開催して、ケアマネジメント
に必要な情報の共有化を図り、介護支援専門員同士の
ネットワークの構築を行う。また、介護支援専門員の
ニーズに基づいて関係機関等の関係者と意見交換の場
を設定することでネットワークの構築を支援する。

　介護支援専門員等の実
　践力向上支援

介護支援専門員からの相談事例の内容を整理・分類し
ながら、一緒に困難を引き起こしている原因や解決方
法を検討できるように3職種が専門的見地から助言や
サポートを行う。また、相談事例等から把握した課題
等を踏まえて、介護支援専門員のケアマネジメント能
力を高めるための研修等を実施する。

　居宅介護支援事業所の
　主任介護支援専門員と
　の連携

圏域内の主任介護支援専門員と、介護支援専門員のケ
アマネジメントに必要とされる勉強会等を検討し開催
する。また、困難事例等について、主任介護支援専門
員と事例検討会等を開催し、介護支援専門員のケアマ
ネジメントの資質向上を行う。
地域ケア会議の機能である①個別課題の解決、②地域
包括支援ネットワークの構築、③地域課題の発見、④
地域づくり・資源開発、⑤政策の形成を踏まえて関係
者と開催し、安心して生活できる環境づくりを検討し
ていく。また、「自立支援のための地域ケア会議」へ
ケアプランの事例提供及び助言者として参加し、多職
種の専門的助言も踏まえて、自立支援に向けた高齢者
の生活の質の向上を推進する。
富津市在宅医療・介護連携推進会議にて現状把握や課
題の抽出、対応策を検討するとともに、対象者に対し
て介護保険サービス等のコーディネートを行う。ま
た、介護支援専門員等からかかりつけ医がいない方等
での困難事例を君津木更津医師会が設置する「在宅医
療・介護連携相談窓口」に相談する。在宅医療と介護
の連携を図りながら多職種連携情報共有システムを利
用し、地域包括ケアシステムの構築に努め地域で可能
な限り自分らしい生活ができるよう支援方法を検討し
ていく。
生活支援コーディネーターと連携して社会資源の確認
や整理をするとともに、地域ケア推進会議等にて社会
資源の発掘や創出も含めて日常生活の支援体制を整備
していく。
富津市担当課や関係機関と協働して、認知症の方が、
できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができ
るよう支援体制づくりを推進する。そのために認知症
初期集中支援チームとの連携やメモリーウオーク等で
認知症に対する理解を深めるための啓発に努める。

任
意
事
業

地域団体や圏域の小・中学生等に認知症サポーター養
成講座を実施し、認知症の理解を深めるための普及・
啓発の推進をする。また、市と連携して認知症サポー
ターフォローアップ講座を実施し、修了者を地域の認
知症支援に繋げられるように取り組んでいく。

ネットワークを構築するために圏域内の人口や、高齢
化率等のデータ及び相談内容を分析して地域の全体像
を把握し、地域ケア会議等を活用して関係者と地域課
題や地域の実情を共有しながら、より良い課題解決に
つながるよう多職種とのネットワークの構築に努め
る。

包
括
的
支
援
事
業

　多職種協働による地域包括支援ネッ
　トワークの構築

包
括
的
・
継
続
的
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
支
援
業
務

　地域ケア個別会議の開催

　認知症総合支援事業

　生活支援体制整備事業

　在宅医療・介護連携推進事業

　認知症サポーター等養成事業
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様
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６

－
２
）
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項

目
中
項
目
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目
４
月
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０
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２
月

１
月

２
月

３
月

　
介

護
予
防

把
握

事
業

　
地

域
介
護

予
防

活
動

支
援

　
事
業

　
在

宅
介
護

等
に

関
す

る
総

　
合

相
談

　
要

援
護
高

齢
者

等
の

実
態

　
把

握
業
務

　
成

年
後
見

制
度

の
活

用
促

　
進

　
老

人
福
祉

施
設

等
へ
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・
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連
携
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市
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介 護 予 防 ・ 日 常 生
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包 括 的 支 援 事 業
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包 括 的 ・ 継 続 的 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 支 援
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一 般 介 護 予 防 事 業
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実
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実
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実
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催
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報告第２号 第１０期富津市介護保険事業計画・富津市高齢者福祉計画策定支援業務

委託の実施について 

第１０期富津市介護保険事業計画・富津市高齢者福祉計画策定支援業務委託 

公募型プロポーザル実施要領（案） 

 

１ 本実施要領の趣旨 

当該事業に係る企画提案を求め、各提案事業者の提案内容等を総合的に比較し、最も適し

た事業者を選考するため、公募型プロポーザルを実施するにあたり、必要な事項を定めるも

のとする。 

 

２ 目的 

本業務は、現計画「第９期富津市介護保険事業計画・富津市高齢者福祉計画」が令和９年

３月末をもって終了するため、介護保険法（平成９年法律第１２３号）及び老人福祉法（昭

和３８年法律第１３３号）に基づく、「第１０期富津市介護保険事業計画・富津市高齢者福祉

計画」（計画期間：令和９年度～令和１１年度）を策定するためのアンケート調査（アンケー

トの項目の設定、調査・回収、データ入力、集計、分析、推計を行い、それらを取りまとめた

報告書の作成）及び計画策定（国・千葉県・富津市の各種施策動向、富津市の概要及び整備状

況、高齢者の現況動向及びサービスの利用状況等の分析、富津市が提供するデータの整理分

析、課題の抽出、課題に対応した施策の企画・立案、人口・サービス量の推移、介護保険料・

サービス給付費の設定）の支援業務委託を行うものである。 

 

３ 概要 

（１）件名    第１０期富津市介護保険事業計画・富津市高齢者福祉計画策定支援業務

委託 

（２）場所    富津市下飯野２４４３番地（富津市役所介護福祉課） 

（３）履行期間  契約締結日から令和９年３月３１日 

（４）業務概要  別紙「第１０期富津市介護保険事業計画・富津市高齢者福祉計画策定支

援業務委託仕様書」のとおり 

※仕様書の内容は現時点での予定であり、今後、国の方針等示される中  

で、協議の上変更する可能性がある。 

（５）提案上限額 12,838,000 円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

（令和７年度 6,271,000 円 令和８年度 6,567,000 円） 

※上限額を超える提案は失格とする。 

 

４ 参加資格 

（１）基本事項 

次のいずれの項目も満たすものとする。 

ア 富津市建設工事等入札参加者資格者名簿に登録されていること。 

（※登録されていない場合は６(２)ア参照） 
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イ 富津市建設工事請負業者等指名停止措置要領に基づく指名停止措置を本案件の公告

日から契約締結までの間、受けていないこと。 

ウ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のほか、次の 

各号に該当しない者 

（ア）手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者又は手形、小

切手を不渡りした者で６ヶ月を経過しない者 

（イ）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用を申請した者で、同法に基づく 

裁判所からの更生手続開始決定がされていない者 

（ウ）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用を申請した者で、同法に基づく 

裁判所からの再生手続開始決定がされていない者 

エ 個人又は法人若しくは団体の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は 

役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体で 

ある場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力 

団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号 

に規定する暴力団及び同条第６号に規定する暴力団員でないこと。 

（２）個別事項 

   次のいずれの項目も満たすものとする。 

  ア 本事業を遂行するために必要とされる業務経験や資格を有した者を専従させること 

ができる者であること。 

  イ 過去に介護保険事業計画・高齢者福祉計画策定業務を請け負った実績があること。 

  ウ 個人情報等の機密情報の取り扱いに係る社内規定を整備し、その実質的な運用が行 

われていること。 

 

５ 実施スケジュール 

 内容 日程 

参
加
表
明 

申請書様式等の配布期間 令和７年６月 ２日(月)～令和７年６月１３日(金) 
参加表明書受付期限 令和７年６月１８日(水) 
選定・非選定通知書の送付 令和７年６月２５日(水) 

技
術
提
案 

質問書の受付期間 令和７年６月２７日(金)～令和７年７月 ４日(金) 
質問書の回答 令和７年７月 ９日(水) 
技術提案書の受付期間 令和７年７月１８日(金) 

プレゼンテーション及び 
提案採用者決定 

令和７年７月２５日(金) 
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６ 提案方法等 

（１）申請書様式等の配布 

  ア 配布期間   

令和７年６月２日(月)から令和７年６月１３日(金)まで（土、日曜及び祝日は除く。） 

  イ 配布時間 

午前９時から午後５時まで 

  ウ 配布場所 

富津市役所介護福祉課（富津市下飯野２４４３番地） 

   申請書様式は、富津市ホームページからも入手可能 

（２）参加表明書の提出 

以下の書類を１部、持参又は郵送（提出期限日必着）により提出すること。 

ア 参加表明書兼参加資格確認申請書（別記第３号様式） 

富津市建設工事等入札参加者資格者名簿に登録されていない者は、以下の書類を添付 

すること。 

なお、証明書は、提出日前３か月以内に発行されたものでなければならない。 

番号 提出書類名 提出上の注意 

① 履歴事項全部証明書（原本） 法務局発行 

② 印鑑証明書（原本） 法務局発行 

③ 使用印鑑届兼委任状（別記第１号様式）  

④ 財務諸表 直近２年分の決算書 

⑤ 営業所等一覧（別記第２号様式） 営業所等を有する場合のみ 

⑥ 国及び地方税に未納がないことの証明書

（原本） 

・法人税並びに消費税及び地方消費

税の納税証明書（税務署発行） 

・千葉県税の完納証明書（千葉県内

に本店又は営業所等を有する場合

のみ。県税事務所発行） 

・富津市税の納税証明書（富津市内

に本店又は営業所等を有する場合

のみ。富津市発行） 

 

（３）参加資格確認結果の通知 

参加表明書提出者全員に参加資格審査結果通知書（別記第４号様式）で通知する。 

なお、参加資格を有すると認められた者には、当該通知にてプレゼンテーションの日

程を通知する。 
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（４）質問の受付 

  ア 受付期間 

令和７年６月２７日(金)から令和７年７月４日(金) 午後５時まで 

イ 質問書の受付 

 質問書に必要事項を記入の上、電子メールで提出すること 

 【電子メール】mb016@city.futtsu.chiba.jp 

  イ 質問に対する回答 

   質問に対する回答は、一括して質問回答書として取りまとめ、質問書の回答日までに 

富津市ホームページへ掲載する。 

（５）技術提案書の受付 

  ア 提出資料 

   以下の資料を提出すること。 

番号 提出種類名 提出上の注意 

① 技術提案書等提出届 

（別記第５号様式） 

 

② 技術提案書（任意様式） 別紙仕様書及び評価基準の評価項目の内容を

踏まえ、業務の進め方、手法等の提案について

具体的に記載すること。 

③ 会社概要書（任意様式） 事業者等の経歴、役員の構成及び氏名、組織体

制、従業員数、事業概要等が把握できるもの 

④ 業務実績書（任意様式） 過去に介護保険事業計画・高齢者福祉計画を請

け負った実績がわかるもの 

⑤ 業務実施体制（任意様式） 業務の実施体制について記載すること 

⑥ 見積書及び見積内訳書 

（任意様式） 

内訳（人件費、直接経費、一般管理費等）につ

いて積算根拠を詳細に記載すること 

 

  イ 提出方法 

   ・持参または郵送（配達証明等、到着日時の記録が残るものを使用すること）により

事務局へ提出すること。 

   ・正本を１部、副本（コピー可）を６部提出すること。 

   ・正本はＡ４フラットファイルに綴り、インデックスをつけ、ファイル表紙及び背表

紙に事業者名を記載すること。 

   ・電子媒体として、Microsoft Office Excel、Word または PowerPoint いずれかで作成

したものを CD-R または DVD-R にて１部提出すること。 
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ウ 提出期限 

   令和７年７月１８日(金) 午後５時必着 

 

７ 参加者が一者又はない場合の取扱い 

参加表明者又はプレゼンテーション参加者が一者となった場合、当該一者でプレゼンテ 

ーションを実施する。また、参加表明者がない場合又は辞退等によりプレゼンテーション

参加者がない場合は中止とする。 

 

８ プレゼンテーションの実施 

（１）実施場所 

   富津市役所本庁舎２階 第１委員会室（富津市下飯野２４４３番地） 

（２）実施内容 

一者につき、準備５分、プレゼンテーション３０分、質疑応答１５分程度とする。ただ

し、参加事業者が多数の場合は、実施時間等を短縮することがある。 

（３）会場設営 

パソコン、スクリーン、プロジェクター等を使用してプレゼンテーションを実施する

場合は、参加事業者が用意すること。また、外部ネットワーク接続（インターネット）環

境は確保しないので、必要に応じて各自準備すること。 

（４）出席者 

３名以内とする。なお、本業務に携わる予定者を含めることとし、その者が技術提案に

ついて説明すること。 

（５）その他 

   プレゼンテーションの実施順序については、技術提案書の受理順とする。 

 

９ 評価基準 

  評価項目は、以下のとおりとする。 

１．共通事項 

評価項目 評価基準 

情報収集力 法令や国の最新の動向に基づく提案となっているか。 

計画性 円滑に業務遂行するための業務フローが作成されているか。 

十分な人員が確保されているか。 

経験及び知識 過去に同様の業務を実施しているか。 

予定担当者等が経験や業務に必要な知識を有しているか。 
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２．アンケート調査 

評価項目 評価基準 

分析力 本市の実情や特性、これまでの施策等を踏まえているか。 

日常生活圏域ごとの特色を理解しているか。 

需要及び課題の把握 調査対象者ごとのニーズ及び課題を反映できる項目になって

いるか。 

  

３．事業計画 

課題の理解及び対応 本市の課題の理解度が高く、主要課題等への対応がされてい

るか。 

分析力 ニーズ調査結果等を事業計画策定に活用する方法が提案され

ているか。 

デザイン性 表や文章等を見やすくするための工夫があるか。 

 

１０ 選考結果の通知 

（１）選考結果は、プロポーザル審査結果通知書（別記第１０号様式）にて郵送及び電子メ

ールにより通知する。 

（２）プロポーザル審査結果通知書に記載した内容以外の質問には回答しない。また、選考

結果についての異議申し立ては受け付けない。 

 

１１ 結果の公表 

  契約締結後、以下の内容を富津市ホームページで公表する。 

（１）対象業務の名称 

（２）履行期間 

（３）提案採用者を特定した日 

（４）提案採用者の名称及び所在地 

（５）提案採用者とした理由（審査結果等） 

（６）前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

 

１２ 契約手続 

（１）提案採用者を優先交渉権者とし、仕様書及び提案採用者の提案書等の記載事項を基本 

に協議が調ったときは、見積書を提出し、契約を締結する。 

（２）優先交渉権者と協議が調わない場合は、評価得点の高いものから順に協議を行うもの 

する。ただし、評価得点が最低基準点を下回るものを優先交渉権者とすることはできな 

い。 
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（３）優先交渉権は、契約締結結果を富津市ホームページに公表することにより消滅する。 

 

１３ その他 

（１）辞退について 

参加資格を有すると認められた者が技術提案書の提出を辞退する場合は、プレゼンテー 

ション実施日前日（休日の場合は、直前の開庁日）の午後４時までに辞退届を提出するこ 

と。 

（２）失格となる場合について 

次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

  ア 契約締結までの間に参加資格を満たさなくなったとき。 

  イ 参加表明書その他の提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

  ウ この要領に定める提出書類の提出方法その他の条件に適合していないもの 

エ 審査の公平性を害する行為があったとき。 

（３）申請に関する経費について 

書類の作成、提出及びプレゼンテーション等にかかる費用は、申請者の負担とする。 

（４）提出資料の取扱いについて 

ア 提出資料は返却しない。 

イ 提出後の資料の差し替え（修正を含む。）及び再提出については、一切認めない。 

ウ 提出資料は、審査を行う作業に必要な範囲で複製することがある。 

エ 提出資料及びその複製は、技術提案書の選定以外に提出者に無断で使用しない。 

オ 契約履行過程で生じた製作物の著作権は、富津市に帰属する。 

（５）富津市が作成した仕様書の取扱い 

技術提案書の作成のため富津市から受領した資料は選定結果通知後、廃棄すること。 

また、富津市の了承なく公表又は使用しないこと。 

 

１４ 問合せ及び提出先 

〒293-8506 千葉県富津市下飯野 2443 番地 

富津市健康福祉部介護福祉課 

電話 0439-80-1262 FAX 0439-80-1323 

E-mail  mb016＠city.futtsu.chiba.jp 

 

- 29 -



 
 

第１０期富津市介護保険事業計画・富津市高齢者福祉計画 

策定支援業務委託仕様書（案） 

 
１ 業務名 
  第１０期富津市介護保険事業計画・富津市高齢者福祉計画策定支援業務委託 
 
２ 業務目的 

本業務は、国の動向や法改正等に注視し、市の各種計画及び総合事業の実施状況等を加

味し、サービス量の推計及び保険料の算出を踏まえ、令和９年度から令和１１年度までを

１期とした「第１０期富津市介護保険事業計画・富津市高齢者福祉計画」の策定を支援す

ることを目的とする。 
 

３ 委託場所 
  富津市下飯野２４４３番地（富津市役所介護福祉課） 
 
４ 委託期間 
  契約締結日から令和９年３月３１日まで 
 
５ 再委託 
  受託者は、業務の全部又は一部を再委託若しくは請け負わせてはならない。ただし、事

前に書面にて報告し、承諾を得たときはこの限りではない。 
 
６ 疑義 

本業務の実施に当たり疑義が生じたとき及び本仕様書並びに関係法令等に記載のない事

項については、委託者と協議を行い、その指示に従って業務を進めること。 
 
７ 業務内容 

国・千葉県・富津市の各種施策動向、富津市の概要及び社会経済的特性、地域福祉資源の

整備状況、高齢者の現況動向及びサービスの利用状況等について調査、分析するとともに、

富津市が提供するデータの整理分析を行い、課題を抽出した上で、それらの課題に対応し

た施策を企画・立案し、人口・サービス量の推移、介護保険料・サービス給付費の設定を行

い、第１０期富津市介護保険事業計画（案）・富津市高齢者福祉計画（案）を作成する。 
 

【アンケート調査】（令和７年度実施） 
調査票の内容については、厚生労働省が示す各種調査に係る手引き等を十分考慮し、令

和４年度に実施したアンケート調査及び当市の特性を踏まえ、受託者が調査票の種類ごと

に提案し、委託者と受託者で協議し決定する。 
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（１）高齢者アンケート日常生活圏域ニーズ調査の実施 

日常圏域ごとの高齢者調査対象者の意向・要望意識、生活実態、健康状態、介護環境等 
を調査し、日常生活や地域における課題、サービスの利用状況、ニーズ等の把握を行う。 
①調査対象者（対象者抽出は委託者が行う。） 

   ・６５歳以上（介護認定を受けていない者）・・・・・・・・・・ 約１，８００件 
   ・４０歳以上６４歳以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約１，１５０件 
   ・居宅サービス利用者 
     （介護認定を受けており、居宅にいる者）・・・・・・・・・ 約１，３００件 
   ・施設サービス利用者 
     （介護認定を受けており、施設に入所している者）・・・・・・・ 約５５０件 
   ・サービス未利用者 
     （介護認定を受けているが、サービス利用していない者）・・・・ 約４００件 
   ・サービス提供事業者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約１００件 

②調査概要 
・調査地域は富津市全域とし、大字ごとに集計できるようにすること。 
・発送用封筒は角２サイズ、返信用封筒は長３サイズとし、返信用宛名は富津市健康 
福祉部介護福祉課とすること。 
・受託者は調査票の設計及び印刷、発送用・返信用封筒の作成（宛名の印刷又はラベ 
ルの貼付を含む）、発送用封筒への封入、配布、委託者から回収票を受領する（必要な 
費用についても受託者が負担する）。 

なお、宛名の印刷に必要なデータの提供又は宛名ラベルの貼付に必要なラベル作成 
は委託者が行う。 
 

（２）在宅介護実態調査の実施 
在宅で要支援・要介護認定を受けている方の「高齢者等の適切な在宅生活の継続」と 

「家族等介護者の就労継続」の実現に向けたサービスの課題、サービスの在り方、ニー 
ズ等の把握を行う。 
①調査対象者（対象者抽出は委託者が行う。） 

・在宅介護者（郵送分）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約３００件 
・在宅介護者（訪問分）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約３００件 

②調査概要 
・調査地域は富津市全域とし、大字ごとに集計できるようにすること。 
・発送用封筒は角２サイズ、返信用封筒は長３サイズとし、返信用宛名は富津市健康 
福祉部介護福祉課とすること。 
・在宅介護者（郵送分）については、受託者は調査票の印刷、発送用・返信用封筒の印 
刷、発送用封筒への封入、宛名ラベルの貼付（ラベル作成は委託者が行う）、配布、委 
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託者から回収票を受領する（必要な費用についても受託者が負担する）。 
・在宅介護者（訪問分）については、富津市介護認定調査員により実施する（受託者は 
委託者から回収票を受領する費用についてのみ負担する）。 

 
（３）調査票の集計・分析等 

受託者は、市全域及び日常生活圏域（大字、富津・大佐和・天羽地区）ごとに集計を行 
い、前回アンケート調査結果をふまえた分析を行い、問題、課題を整理する。 

 
（４）調査結果報告書の作成及び報告 

上記（１）～（３）の調査報告書を作成し、令和８年３月１０日までに納品する。 
 
  ①電磁データ 

CD-R 又は DVD-R により２部（Word 形式及び Excel 形式） 
  ②製本 

５０部（Ａ４判、表紙レザック、本文１色刷り） 
③アンケート調査結果について場を設け報告する。 

 
【事業計画書作成】（令和８年度） 
  地域包括ケアシステムの推進のため、課題を整理し、施策の企画・立案を行い、サービ

ス・給付・保険料の水準を推計し、中長期的な視野に立った施策の展開を図る計画を策定

する。 
 

（１）現状の評価、分析、課題整理及び施策の提案 
現行計画の進捗状況及び令和元年度に実施した「高齢者福祉・介護保険に関するアンケ 

ート」の調査分析結果を踏まえて、市全域及び日常生活圏域ごとに評価検証し、計画に反 
映させる課題を整理し、保険外サービスを含め検証したうえで、課題に対応した施策を企 
画・立案し、人口・サービス量の推移、介護保険料・サービス給付費の設定を行う。 

 
（２）地域包括ケアシステムに関する提案 

高齢者が地域で自立した生活が営めるよう、医療、介護、予防、住まい及び生活支援サ 
－ビスが適用される地域包括ケアシステムの推進に向けて検討を行い、本市の方針を提案、 
計画に反映する。 

 
（３）パブリックコメントの実施支援 

計画素案についてのパブリックコメントを実施するにあたり、実施方法などの専門的、 
技術的助言を行い、資料の作成、結果の取りまとめを行う。 
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（４）介護保険運営協議会、庁内計画策定委員会等の運営支援 
計画内容を審議するために設置される介護保険運営協議会、庁内計画策定委員会等の運 

営について、会議資料を作成するとともに必要に応じて出席し、協議事項について専門的、 
技術的助言等の支援を行う。 

 
８ 本業務に関する情報提供支援 

本計画は、国の第１０期介護保険制度改正の方針を鑑みながら策定することが必要であ 
り、また地域包括ケアシステムの深化・推進に向け、全国の幅広い先進事例や同等規模自 
治体の取組内容を参考にする場合がある。受託者は本計画の策定に関する情報また介護保 
険法等の改正に伴う例規（条例、規則・要綱等）に関する国・県・他市区町村の情報を適宜 
提供すること。 

 
９ 成果品 

受託者は、次に定めるところによりアンケート調査及び計画策定に係るデータ及び製本 
等を納品する。 

（１）電磁データ 
  ①納品する電磁データ 
   調査集計結果票、調査報告書、計画書（概要版）、計画書、策定根拠説明資料 
  ②ファイル形式 
   PDF 形式、Word 形式及び Excel 形式 
  ③納品部数 
   CD-R 又は DVD-R により２部 
 
（２）製本 
  ①計画書（概要版） 
   ５０部（Ａ４判、４色刷印刷、コート紙、８ページ程度） 
  ②計画書 

２００部（Ａ４判・１色刷印刷・表紙レザック、１３０ページ程度） 
 

（３）その他 
①調査票（原本） 
②委託者が特に必要と認める資料 

 
 
１０ その他留意事項 
（１）当該計画に係る事項について、今後新たな方針が国及び県から示されるなど状況が変

化した場合には、富津市と協議の上、本業務内容を変更することができる。 
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（２）アンケート調査業務を実施する際には、個人情報に関する扱いを適正に対応すること

が必須であることから、個人情報等の機密情報の取り扱いに係る社内規定を整備し、そ

の実質的な運用が行われていること。 

（３）本業務に係る作業方法・基礎資料及び作業スケジュールについては、委託者と受託者

の綿密な協議の上、決定する。 
（４）委託者は業務の進捗状況の確認のため、受託者から随時報告を聞くことができる。 
（５）報告書及び調査結果データ等の著作権は、委託者に属する。 
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報告第３号 介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の新規指定について 

 

本報告事項は、「株式会社カスケード東京」が運営する「らいおんハートリハビリデ

イサービススリジエ」より、令和７年２月６日付けにて指定の届出があり、内容を審

査したところ、適正と認められたことから、指定を行った旨を報告するものです。 

 

【報告の内容】 介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定 

・申請者     ：株式会社カスケード東京 

・事業所     ：らいおんハートリハビリデイサービス 

スリジエ 

（千葉県君津市台２－１－４） 

・事業等の種類  ：通所型サービス 

・指定有効期間  ：令和７年３月１日～令和１３年２月２８日 

 

資料３６ページ及び３７ページは、事業所の指定に係る審査項目を一覧にしたもの

です。 

表の作りですが、左から順に種別区分、チェック項目、そのチェック項目に対する

回答、判定となっております。 

「○」は指定基準に適合していることを表しています。 

（チェック項目は「富津市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に

関する基準等を定める要綱」に規定されています。） 

 
・富津市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則 

（指定の申請等） 

第１０条 指定事業者の指定を受けようとする者は、介護予防・日常生活支援総合

事業指定事業者指定（更新）申請書（別記第１号様式）に必要な書類を添えて市長

に提出しなければならない 

※通所型サービスとは 

利用者が居宅で、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上

の支援及び機能訓練を行うことで、利用者の心身機能の維持回復や、利用者の生活

機能の維持又は向上を目指すもの。 

報告第３号補足説明資料 
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ッ
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ん
ハ
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ト

リ
ハ

ビ
リ

デ
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サ
ー

ビ
ス

　
ス
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基
本

情
報

　
生

活
相

談
員
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要
数

確
保

さ
れ

て
い

る
か

（
　

①
／

②
　

）
（

※
1

以
上
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っ
て

い
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か
　

）
確

保
し

て
い
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・
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サ
ー

ビ
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に
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該

サ
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る
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に
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活
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談
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が
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務
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て
い

る
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間
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の
　

　
　

合
計
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・
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①
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5

時
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・
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該
通

所
型

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

て
い

る
時
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帯

の
時

間
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・
・

・
②

6
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5
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間
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活
相

談
員
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資
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社
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1
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1
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※
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又
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介
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介
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介
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介
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①
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サ
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②
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か
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①
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②
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※

（
1

＋
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用

者
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1

5
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／
5

）
）

以
上
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）

　
１
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上
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い
る
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型
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6
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5

　
機
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練
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員
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る
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い
る
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に
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介
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員
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1
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は
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１
．
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の
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務
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制

２
．

事
業
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．

事
業

所
の

常
勤

職
員

の
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た
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０
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．
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1
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利
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．
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〇
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情
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を
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る

〇
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本報告事項は、「株式会社カスケード東京」が運営する「らいおんハート訪問介護ス

リジエ君津」より、令和７年２月６日付けにて指定の届出があり、内容を審査したと

ころ、適正と認められたことから、指定を行った旨を報告するものです。 

 

【報告の内容】 介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定 

・申請者     ：株式会社カスケード東京 

・事業所     ：らいおんハート訪問介護スリジエ君津 

（千葉県君津市台２－１－４） 

・事業等の種類  ：訪問型サービス 

・指定有効期間  ：令和７年２月１日～令和１３年２月２８日 

 

資料の３９ページは、事業所の指定に係る審査項目を一覧にしたものです。 

表の作りですが、左から順に種別区分、チェック項目、そのチェック項目に対する

回答、判定となっております。 

「○」は指定基準に適合していることを表しています。 

（チェック項目は「富津市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に

関する基準等を定める要綱」に規定されています。） 

 
・富津市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則 

（指定の申請等） 

第１０条 指定事業者の指定を受けようとする者は、介護予防・日常生活支援総合

事業指定事業者指定（更新）申請書（別記第１号様式）に必要な書類を添えて市長

に提出しなければならない 

※訪問型サービスとは 

利用者が居宅で、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食

事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の

維持回復や、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すもの。 
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指
定

訪
問

型
サ

ー
ビ

ス
の

人
員

等
に

関
す

る
基

準
チ

ェ
ッ

ク
表

1
/
1

事
業

所
名

称
：

ら
い

お
ん

ハ
ー

ト
訪

問
介

護
ス

リ
ジ

エ
君

津
（

訪
問

型
サ

ー
ビ

ス
）

1
週

4
0

時
間

労
働

制

2
8

 時
間

3
4

0
 時

間

4
１

単
位

5
1

3
 人

6
月

～
日

曜
日

7
8

：
3

0
～

1
8

：
3

0

1
0

 時
間

　
資

格
要

件
を

持
つ

介
護

職
員

が
必

要
数

確
保

さ
れ

て
い

る
か

（
　

①
／

②
　

）
（

※
2

.5
以

上
と

な
っ

て
い

る
か

）
　

　
（

介
護

福
祉

士
、

旧
介

護
職

員
基

礎
研

修
課

程
修

了
者

、
旧

ヘ
ル

パ
ー

１
級

、
　

　
　

　
実

務
者

研
修

修
了

者
、

旧
ヘ

ル
パ

ー
２

級
、

介
護

職
員

初
任

者
研

修
課

程
修

了
者

）
3

.7
0

　
　

・
訪

問
型

サ
ー

ビ
ス

の
単

位
ご

と
に

、
当

該
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
て

い
る

時
間

帯
に

介
護

職
員

が
勤

務
し

て
い

る
時

間
数

の
週

平
均

の
　

　
　

合
計

数
・

・
・

①
1

4
8

 時
間

　
　

・
事

業
所

の
常

勤
職

員
の

週
平

均
の

勤
務

時
間

数
・

・
・

②
4

0
 時

間

　
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

が
そ

の
資

格
要

件
を

満
た

す
者

で
あ

る
か

（
介

護
福

祉
士

そ
の

他
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る
者

）
　

　
（

①
介

護
福

祉
士

ま
た

は
実

務
者

研
修

研
修

修
了

者
　

　
　

②
平

成
2

5
年

4
月

改
正

前
の

介
護

職
員

基
礎

研
修

修
了

者
ま

た
は

訪
問

介
護

員
１

級
過

程
修

了
者

　
を

い
う

）
介

護
福

祉
士

○

　
サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

が
必

要
数

確
保

さ
れ

て
い

る
か

（
※

（
利

用
者

数
／

4
0

）
以

上
と

な
っ

て
い

る
か

）
確

保
さ

れ
て

い
る

○

　
常

勤
の

管
理

者
を

配
置

し
て

い
る

か
配

置
し

て
い

る

　
※

管
理

上
支

障
が

な
い

場
合

は
、

当
該

事
業

所
ま

た
は

同
一

敷
地

内
の

他
の

事
業

所
等

の
職

務
を

兼
務

可
能

で
あ

る
介

護
職

員
と

兼
務

　
　

事
業

の
運

営
を

行
う

た
め

に
必

要
な

広
さ

を
有

す
る

専
用

の
区

画
を

設
け

る
ほ

か
、

訪
問

介
護

の
提

供
に

必
要

な
設

備
及

び
備

品
等

を
　

　
備

え
て

い
る

か
備

え
て

い
る

○

　
※

利
用

申
込

の
受

付
、

相
談

等
に

対
応

す
る

の
に

適
切

な
ス

ペ
ー

ス
が

確
保

さ
れ

て
い

る
か

確
保

さ
れ

て
い

る
○

　
※

他
の

事
業

に
供

す
る

も
の

と
明

確
に

区
分

さ
れ

る
場

合
は

、
他

の
事

業
と

同
一

の
事

務
室

で
も

差
し

支
え

な
い

。
　

　
ま

た
、

明
確

に
区

分
が

さ
れ

て
い

な
く

て
も

業
務

に
支

障
が

な
い

と
き

は
、

　
　

区
画

が
特

定
さ

れ
て

い
れ

ば
足

り
る

も
の

と
す

る
区

分
さ

れ
て

い
る

○

　
運

営
規

程
は

妥
当

な
も

の
か

（
運

営
規

定
に

定
め

て
お

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
事

項
は

定
め

ら
れ

て
い

る
か

）
定

め
ら

れ
て

い
る

○

　
緊

急
時

等
へ

の
対

応
と

し
て

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
こ

と
が

で
き

る
体

制
は

整
え

ら
れ

て
い

る
か

整
え

ら
れ

て
い

る
○

　
利

用
者

か
ら

の
苦

情
を

処
理

す
る

体
制

は
整

え
ら

れ
て

い
る

か
整

え
ら

れ
て

い
る

○

　
介

護
保

険
法

第
1

1
5

条
の

4
5

の
5

第
2

項
の

規
定

に
該

当
し

な
い

か
該

当
し

な
い

（
誓

約
書

）
○

施
設

・ 設
備

運
営

○

管
理

者

人
員

基
本

情
報

　
事

業
所

の
常

勤
職

員
の

勤
務

形
態

：

　
・

事
業

所
の

常
勤

職
員

の
１

日
当

た
り

の
勤

務
時

間
数

：

　
・

事
業

所
の

常
勤

職
員

の
１

週
間

当
た

り
の

勤
務

時
間

数
：

　
事

業
所

の
事

業
単

位
：

　
事

業
所

の
平

均
利

用
者

数
：

　
事

業
所

の
営

業
日

：

　
事

業
所

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
：

○
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報
告

第
４

号
 

富
津

市
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

設
置

者
が

遵
守

す
べ

き
基

準
を

定
め

る
条

例
施

行
規

則
の

一
部

改
正

に
つ

い
て

 

 〇
概

要
 

令
和

６
年

４
月

１
日

に
厚

生
労

働
省

老
健

局
長

か
ら

「
介

護
保

険
法

施
行

規
則

（
中

略
）

の
一

部
を

改
正

す
る

省
令

」
が

告
示

さ
れ

、
内

容
に

つ
い

て
は

、
「

従
う

べ
き

基
準

」
と

さ
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
、

富
津

市
に

お
い

て
も

、
富

津
市

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
設

置
者

が
遵

守
す

べ
き

規
則

を
一

部
改

正
し

ま
し

た
の

で
報

告
い

た
し

ま
す

。
 

 

〇
省

令
改

正
の

趣
旨

 

・
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

人
材

確
保

が
困

難
と

な
っ

て
い

る
現

状
を

踏
ま

え
、

当
該

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
職

員
の

勤
務

延
時

間
数

を
当

該

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て

常
勤

職
員

が
勤

務
す

べ
き

時
間

数
で

除
す

る
こ

と
に

よ
り

、
当

該
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

職
員

数
を

常
勤

職
員

の
員

数
に

換
算

す
る

。
 

・
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

人
材

確
保

が
困

難
と

な
っ

て
い

る
現

状
を

踏
ま

え
、

複
数

の
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
を

一
の

区
域

と
し

て
、

当
該

複
 

数
の

セ
ン

タ
ー

に
配

置
す

べ
き

３
職

種
の

常
勤

職
員

数
の

合
計

を
配

置
す

る
こ

と
に

よ
り

、
そ

れ
ぞ

れ
の

セ
ン

タ
ー

の
配

置
基

準
を

満
た

す
も

の
と

す
る

。
こ

の
場

合
で

も
２

職
種

の
配

置
は

必
須

と
す

る
。

 

 
例

：
３

つ
の

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

が
あ

る
場

合
、

ど
こ

か
の

セ
ン

タ
ー

で
社

会
福

祉
士

が
い

な
く

て
も

、
違

う
セ

ン
タ

ー
に

２
人

い
れ

ば
合

計

３
職

種
×

３
セ

ン
タ

ー
分

の
９

人
ず

つ
い

る
こ

と
に

な
る

た
め

、
基

準
を

満
た

す
。

 

 〇
省

令
改

正
反

映
後

の
富

津
市

に
お

け
る

規
則

（
新

旧
対

照
）

 

 

富
津

市
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の
設

置
者

が
遵

守
す

べ
き

基
準
を

定
め

る
条

例
施

行
規

則
（
平
成

2
7
年

富
津

市
規
則

第
７
号

）
新

旧
対

照
表
 

旧
 

新
 

富
津

市
地
域

包
括
支

援
セ
ン
タ

ー
の

設
置

者
が
遵

守
す
べ
き

基
準

を
定

め
る
条

例
施

行
規

則
 

富
津

市
地
域

包
括
支

援
セ
ン
タ

ー
の

設
置

者
が
遵

守
す
べ
き

基
準

を
定

め
る
条

例
施

行
規

則
 

平
成

27
年
３

月
2
4
日

平
成

27
年
３

月
2
4
日

規
則

第
７

号
規

則
第
７

号

（
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

人
員
に

関
す

る
基

準
）
 

（
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

人
員
に

関
す

る
基

準
）
 

第
２

条
 

一
の

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

が
担

当
す

る
区

域
に

お
け

る
第

１
号

被
保

険
第

２
条

 
一

の
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
が

担
当

す
る

区
域

に
お

け
る

第
１

号
被

保
険
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者
の

数
が

お
お

む
ね

3
,0
0
0
人

以
上

6
,
0
0
0
人

未
満

ご
と
に

置
く
べ

き
専

ら
そ

の
職

務
に

従
事

す
る

常
勤

の
職

員
の

員
数

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 は

、
原

則
と

し
て

次
の
と

お
り

と
す

る
。
 

者
の

数
が

お
お

む
ね

3
,0
0
0
人

以
上

6
,
0
0
0
人

未
満

ご
と
に

置
く
べ

き
専

ら
そ

の
職

務
に

従
事

す
る

常
勤

の
職

員
の

員
数

（
介

護
保

険
運

営
協
議

会
（

富
津

市
介

護
保

険

条
例

（
平

成
1
2
年
富

津
市

条
例

第
1
2
号

）
第

２
条

の
３

に
規

定
す
る

富
津

市
介

護

保
険

運
営

協
議

会
を

い
う
。
以

下
同
じ

。）
が

第
１

号
被

保
険

者
の
数

及
び

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
運

営
の

状
況

を
勘

案
し

て
必

要
で

あ
る
と

認
め

た
と

き
は

、
常

勤

換
算

方
法

（
当

該
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

職
員

の
勤
務

延
時

間
数

を
当

該
地

域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て

常
勤

の
職

員
が

勤
務

す
べ
き

時
間

数
で

除
す

る
こ

と

に
よ

り
、

当
該

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

の
職

員
の

員
数
を

常
勤

の
職

員
の

員
数

に

換
算

す
る

方
法

を
い

う
。
）

に
よ

る
こ

と
が

で
き

る
。

次
項
に

お
い

て
同

じ
。
）
に

関

す
る

基
準

は
、

原
則

と
し

て
次

の
と
お

り
と

す
る

。
 

(
１

)
 
保

健
師

そ
の

他
こ

れ
に

準
ず
る

者
 

１
人
 

(
１

)
 
保

健
師

そ
の

他
こ

れ
に

準
ず
る

者
 

１
人
 

(
２

)
 
社

会
福

祉
士

そ
の

他
こ

れ
に
準

ず
る

者
 

１
人
 

(
２

)
 
社

会
福

祉
士

そ
の

他
こ

れ
に
準

ず
る

者
 

１
人
 

(
３

)
 
主

任
介

護
支

援
専

門
員
（
介

護
保

険
法

施
行

規
則
（
平

成
11

年
厚

生
省

令
第

3
6
号

）
第

1
40

条
の

6
8
第
１

項
に
規

定
す

る
主

任
介

護
支

援
専
門

員
研

修
を

修

了
し

た
者

を
い

う
。
）
そ

の
他
こ

れ
に
準

ず
る

者
 

１
人
 

(
３

)
 
主

任
介

護
支

援
専

門
員
（
介

護
保

険
法

施
行

規
則
（
平

成
11

年
厚

生
省

令
第

3
6
号

）
第

1
40

条
の

6
8
第
１

項
に
規

定
す

る
主

任
介

護
支

援
専
門

員
研

修
を

修

了
し

た
者

を
い

う
。
）
そ

の
他
こ

れ
に
準

ず
る

者
 

１
人
 

 
２

 
前

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
介

護
保

険
運

営
協

議
会

が
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

効
果

的
な

運
営

に
資

す
る

と
認

め
た

と
き

は
、

複
数
の

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ

ー
が

担
当

す
る

区
域

を
一

の
区

域
と

し
て

、
当

該
区

域
内
の

第
１

号
被

保
険

者
の

数

に
つ

い
て

、
お

お
む

ね
3
,
0
00

人
以
上

6
,
00
0
人
未

満
ご
と

に
同
項

各
号

に
掲

げ
る

常
勤

の
職

員
の

員
数

を
当

該
複

数
の

地
域

包
括

支
援

セ
ン
タ

ー
に

配
置

す
る

こ
と

に

よ
り

、
当

該
区

域
内

の
一

の
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
が
そ

れ
ぞ

れ
同

項
の

基
準

を

満
た

す
も

の
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

当
該

区
域
内

の
一

の
地

域
包

括
支

援

セ
ン

タ
ー

に
置

く
べ

き
常

勤
の

職
員

及
び

そ
の

員
数

に
関
す

る
基

準
は

、
同

項
各

号

に
掲

げ
る

者
の

う
ち

か
ら

２
人

と
す
る

。
 

２
 

前
 
 
項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず
、

地
理

的
条

件
そ

の
他

の
条
件

を
勘

案
し

て
特

定

の
生

活
圏

域
に

一
の

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

を
設

置
す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

と

３
 

第
１

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
地

理
的

条
件

そ
の

他
の

条
件

を
勘

案
し

て
特

定

の
生

活
圏

域
に

一
の

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

を
設

置
す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

と
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３
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む
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前
項
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１
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げ

る
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う

ち
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又
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項

第
１
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第

３
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で
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掲
げ

る
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う
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２
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う

ち

１
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は
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務
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の
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職
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１
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１
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職
務
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は
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げ
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